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▲商品情報

耐火性、遮音性に優れた
　　　　  「耐火遮音ボックス」！

TAFBXS□C

　　　　  「耐火遮音ボックス」
●施工簡略化
あらかじめ耐火遮音シートを貼り付けてあるので施工を簡略化

誰が施工しても同じ品質で施工できます
●施工品質

壁面に取り付けるだけで無開口とほぼ同等の遮音性能を確認
●標準施工で遮音性を確認

工法表示ラベル

タフロック耐火遮音ボックス

耐火遮音シート

ボックス前面に
 遮音材を設置

〒136-0071　東京都江東区亀戸2-40-1
https://www.negurosu.co.jp/ 営業所一覧
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カメラ・LEDライト搭載

現場でも安心！USBType-C給電対応

現場にいなくても測定記録が可能な
データロガー機能搭載！

リチウムイオンバッテリー内蔵で、
4.5時間以上※駆動！※給電なしの場合

画面は
縦横切換可能！

レベルチェッカーレベルチェッカー LC80WS

4.3インチ
カラー液晶

タッチパネル
対応

DXアンテナ
がご提案す

る

イチオシ製
品！

復調LSI搭載で、新4K8K衛星放送の
受信レベル・信号品質 を正確に測定!

セキュリティカメラセキュリティカメラ

カメラのことならDXアンテナに！
豊富なラインアップから最適なカメラが見つかる

商品の
性能・特長を
動画でご紹介

詳しくは特設サイトを
ご覧ください！
詳しくは特設サイトを
ご覧ください！

さらに！
クラウド録画サービスを
開始！

首都圏第2支店 TEL(03)6631-1443(代)
〒102-0073 東京都千代田区九段北４丁目1番28号 九段ファーストプレイス3F 

■受付時間 9：30～17：00（夏期・年末年始休暇は除く）
 ： 合場いなれなに用利ごが号番記上で話電PIの部一■

　050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

カスタマーセンター
土・日・祝日もご利用ください！0570-033-083
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（関係各位におかれましては催事日程が重ならぬよう、ご協力のほどお願い申し上げます。）
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　「カァーンカァーン♪」
写真提供：鈴木良昇 氏（東支部・株式会社墨田電材社）

撮り手の一言

《訃報》　
●組合員　増山電機株式会社（北支部）　増山茂樹会長のご母堂　増山美智子様（享年
９４歳）が６月２３日にご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。なお、葬
儀は６月２８日に家族葬にて執り行われました。
●組合員　株式会社山下商行（北支部）　山下聡一郎社長のご尊父　山下哲也会長（享
年93歳）が７月22日にご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。なお、
告別式は社葬にて７月30日に執り行われました。

●組合員
　日本電設資材株式会社 東京支店が下記に移転されました。（令和７年７月22日より）
　　〒170-0013　東京都豊島区東池袋１丁目25-６　PMO池袋ビル９階
　　　　　　　　電話番号・FAX番号は変更ありません。
●協賛会員
　株式会社東和電機製作所が下記に移転されました。（令和７年４月より）
　　〒105-0021　東京都港区芝公園1-3-8　松木ビル
　　　　　　　　電話番号・FAX番号は変更ありません。

告　　　知　　　板

　長女の結近式の時も朝から祝いの鐘が響いてた～～
　　　　　　　　　　　　　ハッティンゲン by ドイツ

東電材及び関係団体の会議、行事予定

10月26日（日）
・�秋のレクレーション 

よみうりランドBBQ

12月2日（火）
・�東電材親睦ゴルフ会

11月11日（火）
・�市場活性委員会、	 

電気工事業・電材卸業懇談会

8月22日（金）～23日（土）
・�東青会 ダイキン工業㈱

工場見学会

8月26日（火）
・�西支部会

9月17日（水）
・�執行部会・第531回理事会

9月5日（金）
・�東支部会

10月22日（水）
・�業務委員会

10月15日（水）
・�経営委員会・経営セミナー

10月21日（火）
・�中央支部会

※令和８年１月20日（火）
　・新年賀詞交歓会
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� 理事会報告

第530回　理　事　会

１．出席者（敬称略）
理�事＝小島寿之理事長（東）、神山欣也副

理事長（中央）、川上康孝副理事長（南）、
横森英俊副理事長（西）、小泉定之専務
理事（北）、新田新治郎（中央）、伊東 稔、
加藤善弘、松村秀一、舟橋典明（以上東）、
小林一俊（西）、鉢嶺清弘、原田浩一郎、
皆川一志（以上南）、山下聡一郎、今村 徹、
田島 彰（以上北）� 以上17名

監�事の出席＝穂坂昌明（中央）、鈴木良昇
（東）� 以上２名

事務局＝山平正純事務局長

２．欠席者（敬称略）
理�事＝三浦拓也、嶋田 博、鈴木敏雄（以

上中央）、中澤一浩、笠井和利（以上東）、
西山 潔（南）� 以上６名

招集日　令和７年７月２日（水）招集日　令和７年７月２日（水）
日　時　令和７年７月15日（火）午後３時３０分より日　時　令和７年７月15日（火）午後３時３０分より
場　所　築地「電気工事会館」７階　大講習会場場　所　築地「電気工事会館」７階　大講習会場

　定刻の15時30分に、事務局による出欠状
況の報告と開会の宣後、小島理事長が「本
日はお忙しい中、お集まりいただきまして
有難うございます。皆さんにお会いするの
は５月の総会以来となり、２か月ほど間隔
が空いたことになりましたが、本日も宜し
くお願い致します。資料にもありますが、
都工組さんの役員改選がありました。天野
理事長は再任されましたが、それ以外に全
関の会長と全日電工連の副会長もお引き受
けされました。今まで以上にお会いする機
会も増えてきますが、東京地区同士タッグ
を組んでいきたいと思っております。景況
ですが、猛暑もありエアコン販売が好調に
推移し、第１四半期は悪くないという話を
お聞きします。今後、トランプ関税の影響
がどうなっていくのか注視していきたいと
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理事会報告
思います。本日も活発なご意見を宜しくお
願い申し上げます。」と冒頭の挨拶を述べ
た。

　早速、審議に入り定款第50条の規定によ
り小島理事長が議長を務め、以下の通り議
事が進められた。

第１号議案　業務報告
　小島議長は、同議案の報告を小泉専務理
事に求め、同専務理事より令和７年４月10
日から７月14日までの業務内容（詳細別掲）
の報告が行われ、了承された。

第２号議案　支部会報告　
　小島議長は、同議案の報告を支部会担当
の川上副理事長に求め、同副理事長の進行
で以下の通り各支部から報告（要旨）が行
われ、了承された。

中�央支部：新田副支部長＝三浦支部長欠席
のため、代わりに報告させていただく。
中央支部は４月23日に支部総会を兼ねて
支部会を開催し、昨年の活動実績と今年
度の計画について承認いただいた。本年
度もメーカー様とのタイアップも含め、
年５回支部会を開催していく計画を立て
ている。次回は７月23日に開催する予定。

東�支部：伊東副支部長＝中澤支部長に代わ
り報告させていただく。５月29日に亀戸
にて総会を兼ねて支部会を開催した。令
和６年度の事業報告、令和７年度事業計
画案の全て承認いただいた。続いて、６
月20日にメーカー様５社をお呼びして支
部会を開催した。次回は９月５日に恒例
となっている千葉電材組合との合同懇親

会を、仕入れ先様もお呼びして開催する
予定にしている。

西�支部：横森支部長＝６月11日に支部総会
と定例支部会を開催した。組合員19社21
名に参加していただき、以前に比べると
多くの方に参加していただけることに
なったことを嬉しく思っている。次回は
８月26日に仕入れ先様にもお声掛けをし
て、恒例の暑気払いを実施する予定にし
ている。

南�支部：鉢嶺支部長＝４月15日に総会を兼
ねて支部会を開催し、組合員19名が参加
した。今年度は、支部会の開催は４回と
し、うち１回は忘年会を兼ねて熱海で宿
泊旅行を行うこととした。旅行の費用も
あり、支部会費を月額３,000円から５,000
円にさせていただくことも決定した。次
回は10月頃に協賛メーカー様に協力をい
ただいて企画したいと考えている。

北�支部：山下支部長＝４月24日に総会を兼
ねて支部会を開催し、昨年度の実績と今
年度の計画を報告し、承認いただいた。
次回は８月28日に神楽坂「志満金」にて、
暑気払いを兼ねて支部会を開催する予
定。

第３号議案　委員会報告　
　小島議長は、神山副理事長に業務委員会、
市場活性委員会、小泉専務理事に経営委員
会、横森副理事長に広報委員会の報告を求
め、３名の進行で各委員会より次の報告（要
旨）があり、同議案は了承された。

業�務委員会：加藤副委員長＝西山委員長に
代わり報告させていただく。今年度１回
目の委員会を今週18日に開催する予定に
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� 理事会報告
している。恒例の秋のレクレーションは
10月26日（日）に開催予定なので、多く
の方にご参加いただきたい。

市�場活性委員会：皆川委員長＝７月31日に
１回目の委員会と「製・販市況懇談会」
を実施する予定。市況懇談会では、トッ
プランナー変圧器について、変圧器メー
カーとキュービクルメーカーにご説明い
ただく事にしている。

経�営委員会：舟橋委員長＝６月24日に１回
目の委員会を開催し、新年賀詞交歓会の
講師を元自衛隊統合幕僚長の河野克俊
氏、10月15日に実施する経営セミナーの
講師を防災アドバイザーの高荷智也氏に
お願いすることを決定した。次回の委員
会は10月15日の経営セミナーの前に実施
する。

広�報委員会：事務局＝７月30日にZoomに
て、１回目の委員会を開催する予定。

　　　　　　　　　　
第４号議案　青年部会報告
　議長は、本議案の報告を小泉専務理事に
求め、以下の通り報告が行われ、了承され
た。
小�泉担当専務理事＝５月23日に第10回総会

が開催され、会員９名、親会から小島理
事長はじめ３名が出席の上、昨年度の活
動と今年度の計画を審議した。次回は８
月22日～ 23日にダイキンHAVCソリュー
ション東京株式会社のご協力を得て、ダ
イキン工業㈱滋賀工場並びに大阪万博の
見学を予定している。

第５号議案　会計報告
　小島議長は本議案の説明を事務局に求
め、山平事務局長より貸借対照表（令和７

年６月30日現在）・収支計算書（令和７年
４月１日～同６月30日）を基にした報告と、
第62回通常総会の最終収支について詳細説
明があり、異議なく承認された。
　　
第６号議案　中央会創立70周年記念に伴う
東京都知事感謝状申請、令和７年度中央会
会長表彰の件
　東京都知事感謝状の表彰に４名推薦する
ことが了承された。会長表彰の候補者は無
しとなった。
　
第７号議案　その他
⑴親睦ゴルフ会について
　�　12月２日（火）昨年同様、茨城ゴルフ

倶楽部・東コースにて開催する事とし、
各支部より１名運営委員を出していただ
くよう、事務局よりお願いがあった。
⑵�東京都電気工事工業組合　役員名簿の確
認
⑶新規組合員加入申込みの件
　�　株式会社中北電機様からの加入申込み

の件、全員一致で承認された
⑷東電材ホームページ作成の件
　�　中央会の補助を受け作成中のホーム

ページの進捗状況を事務局より説明し、
意見・要望等確認した。
⑸今後のスケジュール他
　　
　以上、午後４時50分にすべての議案審議、
報告説明事項を終了し、第530回理事会を
閉会とした。
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理事会報告

業　務　報　告

開催月日

令和７年
４月10日（木）

　

同　日

４月15日（火）

４月16日（水）

４月17日（木）

４月21日（月）

４月23日（水）

４月24日（木）

５月８日（木）

５月13日（火）

会 議・行 事 開 催 事 項

築地「電気工事会館」６階会議室において、執行部会を開催。
　執行部役員５名、山平事務局長が出席。

引続き同会館７階大講習会場において第529回理事会を開催。
業務報告、支部会報告、委員会報告、青年部会報告、会計報告、第62
回通常総会の件、その他　全７議案すべて承認された。
出席理事20名、出席監事２名、山平事務局長が出席。

南支部は世田谷区太子堂「オークラレストランスカイキャロット」に
おいて、定例の支部会および支部総会を開催。組合員19名が出席。

全日電材連は築地「電気工事会館」において令和６年度会計監査を実施。
専務理事である神山副理事長、監事の三浦理事が出席した。

全日電材連・執行部会が築地「電気工事会館」で開催され、同会会長
の小島理事長と専務理事の神山副理事長が出席した。
引き続き開催された理事会には上記２名に加え、常任理事の横森副理
事長、理事の川上副理事長が出席した。

東京都中小企業団体中央会の総務委員会が、銀座「東京都中小企業会館」
において開催され、同会総務委員長の小島理事長が出席した。

中央支部は中央区銀座「Sun-mi高松」において定例の支部会および支
部総会を開催した。組合員13社14名、川上担当副理事長、山平事務局
長が出席。

北支部は豊島区池袋「ホテル・メトロポリタン」において定例の支部
会および支部総会を開催した。組合員11社12名、川上担当副理事長、
山平事務局長が出席した。

東京都中小企業団体中央会の役員・評議員合同会議が、銀座「東京都
中小企業会館」において開催され、同会常任理事の小島理事長が出席
した。

港区元赤坂の「明治記念館・なでしこの間」において執行部会を開催。
執行部５名、西山業務委員長、鈴木監事、北支部：山下支部長、今村
副支部長、山平事務局長が出席した。
主に同日開催の通常総会についての最終確認を行った。
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� 理事会報告

業　務　報　告

開催月日

同　日

５月22日（木）

５月23日（金）

同　日

５月27日（火）

５月29日（木）

同　日

会 議・行 事 開 催 事 項

引続き同館「若竹の間」において第62回通常総会を開催した。
　出席組合員数56社、委任状24社（議決権行使80社）
下記６議案が審議され、すべて原案通り承認可決された。
　第１号議案　令和６年度事業報告書及び決算関係書類承認の件
　第２号議案　令和７年度事業計画及び収支予算の件
　第３号議案　�令和７年度加入金・経費の賦課及びその徴収方法決定

の件
　第４号議案　令和７年度借入金残高の最高限度決定の件
　第５号議案　役員報酬決定の件
　第６号議案　字句の一部修正委任の件

引続き、来賓各位並びに協賛会員をお迎えし、同館「蓬莱の間」にお
いて懇親会を開催した。
　出席数：261名　組合員（準組合員数含む）56社114名、協賛会員124名、
　来賓19名、報道４名

東京都電気工事工業組合の第61回通常総代会懇親会が、「スクワール麴
町」で開催され、小島理事長はじめ執行部役員５名、山平事務局長が
出席した。小島理事長は組合を代表して祝辞を述べた。

（公社）全関東電気工事協会は築地「電気工事会館」において、定例理
事会を開催。同会理事の小島理事長が出席した。

青年部会「東青会」は第10回総会を築地「電気工事会館」において開催。
会員９名、小島理事長、小泉青年部会担当専務理事、山平事務局長が
参加した。

全日本電設資材卸業協同組合連合会の常任理事会が、新橋「第一ホテ
ル東京」において開催され、同会会長の小島理事長、専務理事の神山
副理事長が出席した。

引続き同所において第43回通常総会並びに併催行事が開催され、小島
理事長はじめ東電材より10名が出席した。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
東京都中小企業団体中央会の第71回通常総会が「秋葉原コンベンショ
ンホール」において開かれ、小島理事長と山平事務局長が参加した。

東支部は江東区「亀戸升本 本店」において定例の支部会および支部総
会を開催。組合員17社18名、川上担当副理事長、山平事務局長が出席。
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理事会報告

業　務　報　告

開催月日

５月30日（金）

６月10日（火）

６月11日（水）

６月18日（水）

同　日

６月19日（木）

６月20日（金）

６月24日（火）

７月４日（金）

７月８日（火）

７月14日（月）

会 議・行 事 開 催 事 項

山平事務局長はʻ中小企業等協同組合決算書類ʼならびにʻ中小企業
等協同組合役員変更届ʼを東京都産業労働局に提出し、受理された。

（公社）全関東電気工事協会の臨時理事会並びに第９回定時総会が開催
され、同会理事である小島理事長が出席した。

西支部会は立川市「ホテルエミシア東京立川」において定例の支部会
および支部総会を開催。組合員19社21名、山平事務局長が出席した。

東京都中小企業団体中央会の総務委員会が、銀座「東京都中小企業会館」
において開催され、総務委員長の小島理事長が出席した。

全日電材連・経営委員会が築地「電気工事会館」において開かれ、舟橋
経営委員長が出席した。

全日電材連・市場活性委員会が築地「電気工事会館」において開催され、
皆川市場活性委員長が出席した。

東支部は八丁堀「麻里布倶楽部」にて定例支部会ならびに懇親会を開
催した。
支部会出席：組合員11名、川上担当副理事長、山平事務局長
懇親会出席：組合関係者13名、仕入れ先５社５名、総勢18名

経営委員会は築地「電気工事会館」において今年度１回目の委員会を
開催。
舟橋委員長はじめ６委員、小泉担当専務理事、山平事務局長が出席した。

東京都中小企業団体中央会の役員・評議員合同会議が、銀座「東京都
中小企業会館」において開催され、同会常任理事の小島理事長が出席
した。

全日電材連・次世代PJ委員会は築地「電気工事会館」において開催され、
小島理事長が出席した。

全日電材連・総務委員会が中央区「東京ミッドタウン八重洲」におい
て開催され、西山業務委員長が出席した。

以　上　



（13）

� 執行部会報告� 執行部会報告

執　行　部　会

日 時：令和７年７月15日（火）午後２時より

場 所：築地「電気工事会館」６階会議室

出席：小島寿之 理事長（東）、神山欣也 副理事長（中央）、
　　　川上康孝 副理事長（南）、横森英俊 副理事長（西）、小泉定之 専務理事（北）
　　　事務局：山平正純 事務局長

【議　題】
⑴�　当日開催の第530回理事会について
　�　理事会の資料を基に、議題内容の検討・

整合を図った。主に東京都中小企業団体
中央会創立70周年に伴う東京都知事感謝
状の推薦の件などについて検討を行っ
た。

⑵�　次期役員改選について
　�　次の役員改選に向けて各支部別の定員

数等、執行部内で意見の整合を図った。
　　
⑶�　その他
　�　今後のスケジュールについて、確認し

た。

　執行部役員は第530回理事会に先立ち、執行部会を開催し、
以下の議題について整合を図った。審議内容は以下の通り。
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支部会だより支部会だより

東　支　部　会

定刻の午後６時30分過ぎに、伊東副支部
長（伊東電機株式会社）の司会で支部会が
開始された。先ずは中澤支部長（株式会社
正光社）が、「皆様こんばんは。お忙しい
中お集まりいただきまして、誠に有難うご
ざいます。６月一杯でこの『麻里布倶楽部』
が閉店するということを聞き、何度か支部
会を開催させていただいたこともあり、先
月に引き続いて急遽支部会を開催致しまし
た。ところが救いの手があり、７月には再
開する運びだそうです。とりあえずホッと

しているところです。支部会員の方に私か
らお願いがあります。次回の支部会は９月
５日に千葉電材組合と合同で、仕入れ先様
もお呼びして開催しますが、以降の支部会
について企画や開催場所等のご要望があれ
ば、お伝えいただきたいと思います。皆様
の意見を支部会活動に反映していきたいと
思いますので、宜しくお願い致します。本
日は、協賛会員からも５社にご参加いただ
いております。貸し切りで生バンドをバッ
クに歌えますので、大いに楽しんでいただ

日　時：令和７年６月20日（金）午後６時30分より

場　所：中央区八丁堀「麻里布倶楽部」

東支部（支部長＝中澤一浩氏、組合員23社）は、標記の通り、八丁堀の
『麻里布倶楽部』において、定例の支部会を開催した。組合員11名、本部
から川上担当副理事長、山平事務局長が参加し、懇親会からは協賛会員様
５名も加わって賑やかな会となった。
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� 支部会だより� 支部会だより

難うございます。また、中澤支部長、伊東
副支部長の隠れ家が今後も存続するという
ことで、ひとまず良かったかなと思ってお
ります。暑い日が続きビールが美味しいと
思いますし、生バンドで歌うことはあまり
ないと思いますので、楽しんでいただきた
いと思います。皆様のお会社のご繁栄と、
ご参集の方々のご健勝をお祈り致します。」
と述べて乾杯の音頭を執って、懇親会のス
タートとなった。

しばらく歓談の後、先ずはプロ歌手が、
生バンドの演奏をバックに「喝采」を披露
し歌合戦がスタートした。プロ歌手の熱唱
を数曲お聞きした後は、マイクを奪い合い
ながら歌合戦は大いに盛り上がった。

宴たけなわの頃合いに、川上副理事長が
中締めを行い、懇親会を終了した。

きますよう宜しくお願い致しま
す。」と挨拶を述べた。

続いて、委員会報告に移り、市
場活性委員会については松村副委
員長（松村電材株式会社）より、
本年度１回目の委員会が７月31日
に開催予定で、当日はトップラン
ナー変圧器をテーマに「製・販市
況懇談会」も併せて開催され、変
圧器メーカーやキュービクルメーカーにお
越しいただくことにしているとの説明が
あった。経営委員会については舟橋委員長

（舟橋電機株式会社）より、来週６月24日
に委員会が開催され、来年１月の賀詞交歓
会・記念講演会の講師、経営セミナーのテー
マと講師、施設見学会の件について検討す
る予定との説明があった。広報委員会につ
いては笠井副委員長（笠井電機株式会社）
７月30日に１回目の委員会がZoomを利用
して開催されるとの報告があった。補足と
して事務局より、１回目の業務委員会が７
月18日に開催され、秋のレクレーションや
ボウリング大会の件が検討される予定との
報告があり、定例の支部会を終了した。

支部会終了後、メーカー様５名（五十音
順　アイホン株式会社：木幡所長様、オー
デリック株式会社：小川所長様、
DXアンテナ株式会社：芝原所長様、
パナソニック株式会社EW社：石井
所長様、三菱電機住環境システムズ
株式会社：瀬戸課長様）も加わって
いただき懇親会を開催した。冒頭に、
小島理事長（小島電機工業株式会社）
が、「本日はメーカーさん５社を含
め、東支部会にお集まりいただき有
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支部会だより支部会だより

中　央　支　部　会

定刻の午後６時に、新田副支部長（新田
電材株式会社）の司会進行にて、定例の支
部会を開始した。冒頭、三浦支部長（斉田
電機産業株式会社）が、「皆さん、こんば
んは。先般行われた参議院議員選挙で、与
党が大敗を喫しました。今後の政治状況が
どうなっていくのか、心配な状況です。ま
たトランプ関税についても、本日相互関税
15％にて決着したとのことですが、裏でど
のようなディールがあったのか？気になる
ところですし、どんな影響が業界に出てく
るのかも見通せない状況になっています。
いずれにしても、お互いに情報交換を密に

して、協力できることは協力していくとい
う姿勢が大事になってくると思っていま
す。今年度も５回の支部会開催を検討して
いますが、次回の支部会はメーカー様にご
協力をいただいて実施したいと考えていま
すので、後ほどご意見を伺いたいと思いま
す。本日も宜しくお願い申し上げます。」
と挨拶を述べた。

本日の出席者と資料の確認の後、報告事
項に移り、先ずは新田副支部長より７月15
日に行われた理事会について、来年１月20
日に予定されている令和８年新年賀詞交歓
会の件、仙台に本社がある株式会社中北電

日　時：令和７年７月23日（水）午後６時より

場　所：中央区銀座　『銀座 麒麟』

中央支部（支部長：三浦拓也氏、組合員・支部構成数15社）は、標記の
通り、銀座『麒麟』にて定例支部会を開催した。当日は組合員13名が出席、
執行部から川上支部会担当副理事長、事務局から山平事務局長が参加した。
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� 支部会だより� 支部会だより
続いて協議事項に移り、次回の支部会の

内容について検討し、10月21日（火）にメー
カー様（交渉中）とタイアップして実施す
る事と、次々回は12月11日（木）に忘年会
を兼ねて実施する事を決定した。また、次
回の組合員のつぶやきの担当を三浦支部長
が引き受けることとなった。最後に支部会
担当の川上副理事長（ハマノ電気株式会社）
より、各支部会の開催状況について報告が
あって、定例の支部会を終了した。

支部会終了後、同会場に於いて懇親会を
開催した。先ずは、松尾社長が「毎日暑い
日が続いており、まだまだ暑さは続くと思
われますが、この暑さをビジネスチャンス
につなげていきたいと思います。自民党が
負けて、消費税を下げることになればその
分法人税が上がることになるのではと危惧
しております。とはいえ今日ばかりは飲ん
で、食べて暑さを忘れましょう！」と挨拶
を述べて乾杯の音頭をとり、宴会のスター
トとなった。その後は、お酒と美味しい食
事を楽しみながら賑やかな歓談のひととき
を過ごした。

頃合いに神山副理事長（海光電業株式会
社）が、中央支部会の益々の発展と、ご参
会の皆様がこの暑さを乗り切ることを祈念
して三本締めを行い、懇親会を終了した。

機様の加入が決定した件、東電材親睦ゴル
フ会が12月２日（火）に開催される件等が
報告された。

引続き委員会報告に移り、業務委員会に
ついては村田委員（サンエー電機株式会社）
より、７月18日に第１回目の委員会が開催
され、10月26日（日）によみうりランドに
て秋のレクレーション：BBQが実施される
件、来年３月６日（金）に第29回支部対抗
ボウリング大会が開催される件の２件が決
定したので、積極的に参加いただきたいと
のお願いがあった。市場活性委員会につい
ては松尾委員（三協電気工業株式会社）よ
り、来週７月31日に第１回目の委員会と製
販市況懇談会が開催され、市況懇談会では

「2026トップランナー変圧器」をテーマに、
変圧器メーカー様やキュービクル製作メー
カー様にご出席いただき、意見交換を行う
予定との報告があった。経営委員会につい
ては橋本委員（福西電機株式会社）より、
６月24日に開催された委員会について、賀
詞交歓会の講演会の講師を元自衛隊統合幕
僚長の河野克俊氏にお願いした件と、10月
15日の経営セミナーの講師を防災アドバイ
ザーの高荷智也氏にお願いした件等の報告
があった。広報委員会については事務局よ
り、来週７月30日（水）にZoomを利用し
て１回目の委員会を開催するとの報告が
あった。青年部会「東青会」につい
ては小堀副会長（桜田電気工業株式
会社）より、８月22日から23日にか
けて、ダイキンHAVCソリューショ
ン東京株式会社様のご協力を得て、
ダイキン滋賀製作所と大阪万博ダイ
キンパビリオンの見学をさせていた
だく旨、報告があった。
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委員会だより委員会だより

経　営　委　員　会

日 時：令和７年６月24日（火）午後３時30分より

場 所：築地「電気工事会館」７階会議室

出 席：舟橋典明 委員長（東）、田島 彰 副委員長（北）、
　　　喜多知宏 氏（中央、福西電機・代理出席）、
　　　山上政夫 委員（西）、萩原拓也 委員（南）、
　　　執行部より 小泉定之 専務理事（北）
　　　事務局より 山平正純 事務局長
欠 席：橋本英晃 委員（中央）、大澤 誠 委員（東）

経営委員会は標記の通り、令和７年度第１回目の委員会を開催した。定刻に舟橋委員長
（舟橋電機株式会社）の司会で開始し、各議題について審議した。検討内容は以下の通り。

１．�令和６年度委員会活動実績、令和７年
度委員会事業計画・予算の件

　⇒�昨年度の委員会の活動内容と、今年度
の事業計画と予算について確認し、併
せて東電材委員会規約における経営委
員会の業務分掌を確認した。

２．�新年賀詞交歓会の記念講演の件
　⇒�令和８年１月20日（火）に予定されて

いる、新年賀詞交歓会・記念講演会の
講師について検討し、元自衛隊統合幕
僚長の河野克俊氏にお願いする事とし
た。

３．令和７年度の経営セミナーの件
　⇒�防災アドバイザーの高荷智也氏に講師

を依頼し、10月15日（水）に経営セミ
ナーを開催する事とした。

４．本年度の施設見学会について
　⇒�伊勢ケ浜部屋の見学を先方の都合に合

わせ、秋口に実施する方向とした。

５．その他
　⇒�次回の委員会を経営セミナー実施日で

ある10月15日（水）に開催する事とし
た。
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� 委員会だより委員会だより

業 務 委 員 会

日 時：令和７年７月18日（金）午後４時30分より

場 所：築地　電気工事会館　６階会議室

出 席：西山 潔 委員長（南）、加藤善弘 副委員長（東）、
　　　村田 裕 委員（中央）、小林正信 委員（西）、中野 誠 委員（南）
　　　執行部より神山欣也 担当副理事長（中央）
　　　事務局より山平正純 事務局長

　業務委員会は標記の通り、令和７年度第１回目の委員会を開催した。定刻少し前に
西山委員長（西山商事株式会社）の司会で開始し、冒頭、神山担当副理事長（海光電
業株式会社）が挨拶を述べ、各議題について検討した。議事の内容は以下の通り。

バーベキューパークJU－JU」におい
て、恒例の秋のレクレーションを開催
することとした。

⑷　�第29回支部対抗ボウリング大会につい
て

　⇒�令和８年３月６日（金）に東京ドーム
ボウリングセンター＋レストランリ
ラッサにて、第29回支部対抗ボウリン
グ大会を開催する事とした。定員は昨
年同様、120名とすることとした。

⑸　その他
　⇒�次回の業務委員会を、秋のレクレー

ション直前の10月22日（水）に実施す
ることとした。

⑴　�令和６年度の活動実績、令和７年度の
事業計画・予算について

　⇒�昨年度の委員会の活動内容と、今年度
の委員会の事業計画・予算についても
確認し、併せて東電材委員会規約にお
ける業務委員会の活動内容についても
再確認した。

⑵　紹介・斡旋事業の拡大について
　⇒�過去３年間の各種斡旋事業の手数料収

益の状況と今年度４月～６月の実績を
確認した。併せて手数料収入の仕組み
と内容についても確認した。

　　
⑶　�秋のレクレーションについて
　⇒�10月26日（日）に「よみうりランド：
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第2弾 支部リレーレポート支部リレーレポート

こんにちは。
先日の健康診断にて尿酸値７.２で痛風予

備軍になってしまった中央支部、新田電材
株式会社の新田です。今回は私がつぶやか
せて頂きます。

４月の支部会にてH氏より突然指名され
つぶやきを書くことになったのですが、
日々お酒を飲む事しかしていない私が何を
書けと言うんだぁ！ (# ﾟДﾟ )
などと言っても仕方ないので先日姫路に
行った時の事を書こうと思います。

2015年改修工事で真っ白に塗り直された
姫路城をニュースで見て以来、一度は姫路
城に訪れてみたいと思っていました。今回、
大阪での用事があったので姫路まで足を延
ばしてみることに。

【１日目】
大阪での用事を済ませ、夕方に姫路到着。

ホテルのチェックインを済ませ夜の姫路の
街に繰り出します。姫路城はこの時期夜は
ライトアップされるのでライトが点くまで
の時間を過ごす店を探すことに。

姫路駅近辺を散策し雰囲気の良い店を見

組合員の
      つぶやき
第11回

「のんべえ一人旅 
in 姫路」

中央支部
新田電材株式会社
新田 新治郎 記

付けました！ 
お店の方に姫路の名物を聞いたところお

でんとの事。真夏におでん？と思いました
が姫路まで来たので頂く事に。 

姫路のおでんは生
姜醤油が乗せてある
との事で、たっぷり
生姜醤油が乗ってい
る…。おでんに生姜
醬油、合うのだろうか…半信半疑で食べて
みると、これが美味しい！今年の冬は家の
おでんも生姜醬油で食べるかな。

お酒も進んでそろそろ地酒を頂くこと
に。姫路は「奥播磨」が有名なのでしょう
か、限定酒と
書かれた物を
見付けてしま
い、限定に弱
い私は早速頂
くことに。ア
テは穴子の天
ぷら、姫路は穴子も有名なので頂いておき
ましょう。穴子の天ぷらに日本酒、旨いで
すね、最高です！

そんな事をしているうちに19時半、外も
だんだん暗くなってきたので姫路城を見に
行くことにします。やや酔いでフラフラと
大手前通りを歩いていると、見えました、
姫路城！ライトアップされています。ちょっ
と迷惑かと思いましたが、横断歩道の真ん
中でパシャリ。（とてもキレイだったので

♣　♠　♣

♣　♠　♣
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すがモノクロだと伝わりにくいですね）
キレイな写真も撮れて上機嫌な私は二件

目探しへと姫路の街に消えて行くのでし
た。

【２日目】
前日のお酒も残る事なく９時30分チェッ

クアウトを済ませ姫路城へ。ホテルから姫
路城までは徒歩10分掛からない距離、７月
の暑い日差しの中歩きます。

 　　 

一通り姫路城を見物し外に出ると、来た
ときは開いていなかったお土産物屋が開い
ており、『生ビールあります』の旗が。吸
い込まれるように入って行き明石焼きをつ
まみに一杯！頑張った自分へのご褒美と言
い聞かし、歩いた消費カロリーを±０に。

その後、姫路駅に戻り新幹線まで時間が
あったのでご当地B級グルメ「播磨にくて
んやきそば」を
つまみにもう１
杯！これで完全
に消費カロリー
超えましたね。

 
以上、のんべえ一人旅でした。
このような旅行をしていたら尿酸値上が

りますよね。（笑）

追記
姫路城に大名行列についての説明があり

ました。大名行列は見栄えの良さが大事ら
しく、身長によって高い人は４倍の給料が
もらえたそうです。私、182㎝なので４倍
だ！

ですが、姫路城から江戸城まで640㎞を
19日かけて歩いて行ったそうです。

４倍の給料もらっても私にはムリだぁ！

姫路城前到着、別名白鷺城と呼ばれるだ
けに白くてきれいなお城です。城の入り口
で天守閣入城のチケットを買い中へ入りい
くつかの門を通り天守閣の下の広場へ、真
下から見る姫路城、デカい！ 

この後、天守閣６階まで上ってきました。
お城の階段は蹴上が高くとても急で運動不
足の私にはなかなかの苦行でした。

結論、お城は外から眺めるのが良いです
ね。

♣　♠　♣

♣　♠　♣
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今月のテーマ　住宅税制のＥＢＰＭに関する有識者会議中間とりまとめ

　国交省が開催してきた住宅税制のEBPM
に関する有識者会議の結果について「中間
とりまとめ（案）」が公表されました。
　令和６年度与党税制改正大綱などで、住
宅ローン減税等についての政策効果の検
証・公表、EBPMの徹底等が求められてい
ることが背景にあります。
※EBPM（Evidence Based Policy Making）
　�とは、政策目的を明確化したうえで合理

的根拠・証拠に基づき政策を立案するこ
とです。

　効果検証等の対象となっている住宅税制
のうち今回は特に「住宅ローン減税」と「リ
フォーム促進税制」に絞って検証結果等を
整理します。

１．住宅ローン減税の効果検証
⑴住宅ローン減税の目的
　・�住宅取得者の初期負担を軽減し住宅取

得を促進すること
　・�住宅建設の促進を通じた内需の拡大等

に資すること
　・�省エネ性能等の高い住宅の普及拡大を

通じて、カーボンニュートラルの実現
等に寄与すること

　・�子育て世帯等の住宅取得の支援を通じ
た少子化対策や子育て支援

⑵住宅ローン減税の効果検証
　①�過去データから推計される減税の効果
検証

　　�最大控除額が１００万円減少した場合の
着工戸数の変化を推計するデータとし
て使われたのは下記３種のデータで
す。

　　＜東京大学ｴｺﾉﾐｯｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ＞
　　　�最大控除額が１００万円減少した場合

の持家着工戸数：▲１０ ～ １５％
　　＜不動産協会＞
　　　�最大控除額が１００万円減少した場合

の持家着工戸数：▲２．９％
　　＜日本住宅総合センター＞
　　　�最大控除額が１００万円減少した場合

の持家着工戸数：▲２．３％
　　�以上を踏まえ、住宅ローン減税が無く

なった場合の影響の試算をすると、結
果は以下の通りで、持家と分譲を合わ
せて最低でも４～５万戸程度、最大で
は２５万戸以上を住宅ローン減税の効果
で上積みできたという検証結果です。

　　✓�最大控除額が100万円減少した場合
の住宅取得率の変化：約２.３ ～ 15％
減少

　　✓�住宅ローン減税が全てなくなった
場合の住宅取得率の変化：約８.８ ～
56.３％減少

　　✓�住宅ローン減税なし場合の持家・分
譲の取得戸数：約４.１万～ 25.６万戸
減少
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　②�住宅ローン減税等に係るアンケート結
果

　　�2022年１月１日～ 2025年12月31日の間
に住宅を取得し、入居された方（予定
を含む）に対するwebアンケート結果
の検証では住宅ローン減税がなかった
場合、約２１％の方が住宅を「購入しな
かった」と回答しています。（表１参照）

　　�また、住宅ローン減税がなくなった場
合、住宅を「購入しなかった」（２１％）
や、「影響はなかった」（２０％）など以
上に「住宅購入や新生活に影響があっ
た」とする人が多く（５９％）、住宅の
性能・立地等の条件を変更して価格を
変更する場合や新生活での生活費や教
育費等を減少させる場合ありとの回答

が中心となっています。（表２参照）

２．リフォーム促進税制の効果検証
⑴リフォーム促進税制の目的
　✓�リフォーム実施者の費用負担を軽減し

リフォーム実施を促進すること
　✓�将来世代に継承できる良質な住宅ス

トックを形成すること
　✓�既存住宅流通・リフォーム市場を活性

化すること
　✓�耐震、バリアフリー、省エネ、三世代

同居、長期優良住宅化、子育て対応な
どを促進すること

⑵�リフォーム促進税制の効果検証
　�　リフォーム促進税制に係るアンケート

結果に基づく分析によると、リフォーム
促進税制がなかった場合、性能向上リ
フォームを実施した消費者の１０％が性能
向上リフォームの実施を「あきらめてい
たと思う」と回答しています。

　�　また「あきらめた」場合以外の具体的
な影響としては、最も多いのが当該リ

減税額の変化に応じた取得数の減少率〈表1〉

減税額が
20％減少した場合
50％減少した場合
100％減少した場合

住宅取得数
約９万戸に相当

［国交省『住宅税制のEBPMに関する有識者会議中間とりまとめ』を加工］
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株式会社綜合マーケティング・ビューロー
小杉　雄史

［国交省『住宅税制のEBPMに関する有識者会議中間とりまとめ』に基づき作成］

フォームの「実施箇所・規模を減らす」
で６７％。次いで、「設備等の性能・スペッ
クを落とす」４２％、「実施を先送りする」
３０％でした。（表３参照）

　冒頭にもご説明したように、EBPMの最
終目的は証拠に基づいて政策に活かすこと
です。今回の検証・試算によると、減税に
かかったコスト（減収）と投資押上効果や
経済波及効果を比較すると、いずれの場合
も減税による減収額以上に住宅投資を押し
上げ、経済波及効果もより大きいという結
果ですので、８月頃に発表されるとする次
年度の税制改正要望に、これを基にした政
策が盛り込まれるはずです。

リフォーム促進税制がなかった場合〈表3〉

ローン減税がなかった場合〈表2〉
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　国税局の資産課税課情報が令和６年７月
公開され、贈与税の質疑事例集の中から参
考となる事例を取りまとめQ＆A形式にし
たものを今回も取り上げていきたいと思い
ます。

住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例及
び住宅取得等資金の相続時精算課税の特例
関係
Ｑ�１．令和５年中に、親から中古住宅（省

エネ等住宅以外）を取得するための資金
として500万円の贈与を受け、その全額
を充てて当該中古住宅を取得し、旧非課
税制度（令和６年度の税制改正前の「住
宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」）
の適用を受ける申告を行った。

　�　その後、本年２月に親から800万円の
贈与を受け、同月、当該中古住宅を省エ
ネ等住宅に適合させるための増改築に係
る契約を締結し、800万円全額を当該増
改築工事の費用に充てたため、省エネ等
住宅に適合させるための増改築等に係る
非課税の特例を適用して計算を行った。

Ａ�１．この特例は、平成21年から令和５年
分以前の年分において、旧非課税制度の

適用を受けていた場合は、適用を受けた
住宅用家屋が被災し場合等の一定の場合
を除き適用はできません。

　�　したがって、本年の800万円の贈与に
ついて、住宅取得等資金の贈与税の非課
税の特例は受けられません。

Ｑ�２．親から800万円の贈与を受け、本年
８月に建築された断熱等性能等級４に相
当する建売住宅を本年12月15日に取得し
たため、省エネ等住宅に該当するとして
800万円を住宅資金非課税限度額として
計算を行った。

　�　なお、建築確認は、令和６年１月に受
けている。

Ａ�２．令和６年１月１日以後に住宅取得等
資金の贈与税の非課税の特例を受けよう
とする場合、省エネ等基準のうち、省エ
ネルギー性能について、住宅用家屋の新
築又は建築後使用されたことのない住宅
用家屋を取得するときは、エネルギーの
使用の合理化に著しく資する基準の引上
げにより、断熱等性能等級５以上かつ一
次エネルギー消費量等級６以上に相当す
る住宅用家屋であることが必要です。

　�　また、令和６年１月１日以後に、住宅
取得等資金の贈与税の非課税の特例を受
けて住宅用家屋の新築又は建築後使用さ
れたことのない住宅用家屋の取得をする
場合に、その住宅用家屋の省エネルギー
性能が断熱等性能等級４以上又は一次エ
ネルギー消費量等級４以上であり、かつ、
その住宅用家屋が①令和５年12月31日以

贈与税の間違いやすい事例３
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前に建築確認を受けているもの、もしく
は、②令和６年６月30日以前に建築され
たものに該当するときは、その住宅用家
屋は、省エネ等住宅に該当するものとみ
なして特例を適用することができます。

　�　したがって、本年８月に建築された断
熱等性能等級４に相当する建売住宅は、
建築確認についても令和６年１月１日以
後に受けているため、省エネ等住宅に該
当しません。

Ｑ�３．前年に贈与税の申告で住宅取得等資
金の贈与税の非課税の特例の適用を受
け、その適用を受けて新築等をした住宅
用の家屋が被災者生活再建支援法第２条
第２項に定められる自然災害によって滅
失したが、すでに住宅取得等資金の贈与
税の非課税の特例の適用を受けているた
め住宅取得等資金の贈与税の非課税の特
例の適用を受けることはできないとした。

Ａ�３．令和６年分の申告においては、平成
21年から令和５年までの間に住宅取得等

資金の贈与税の非課税の特例の適用をす
でに一度受けていても、その適用を受け
て新築等をした住宅用の家屋が被災者生
活再建支援法第２条第２号に規定する政
令で定める自然災害により滅失（通常の
修繕によっては原状回復が困難な損壊を
含む）をした場合であれば、住宅取得等
資金の贈与税の非課税の特例の適用を受
けられます。

Ｑ�４．祖父から１,000万円の贈与を受け、
教育資金の非課税制度の適用を受けてい
る受贈者が30歳に達した。

　�　１,000万円のうち800万円は学校等へ支
払い、教育資金口座には200万円の残額
があったが、教育資金の贈与であるため、
非課税とした。

Ａ�４．教育資金口座に係る契約は、次のい
ずれかの場合に終了します。

　①�受贈者が30歳に達したこと（その受贈
者が30歳に達した日において学校等に
在学している場合又は教育訓練を受け
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ている場合〈これらの場合に該当する
ことについて取扱金融機関の営業所等
に届け出た場合に限る〉を除く）。

　②�30歳以上の受贈者がその年中のいずれ
かの日において学校等に在学した日又
は教育訓練を受けた日があることを、
取扱金融機関の営業所等に届け出な
かったこと。

　③受贈者が40歳に達したこと。
　④受贈者が死亡したこと。
　⑤�口座等の残高がゼロとなり、教育資金

口座に係る契約を終了させる合意が
あったこと。

　�　なお、上記①から⑤のいずれか（④を
除く。以下「終了事由」という。）に該
当した場合に、贈与を受けた金額から教
育資金として支出した金額を控除（贈与
者が教育資金管理契約の終了の日までに
死亡したときにおいて、受贈者が相続に
より取得したものとみなされた管理残額
がある場合には、管理残額も控除）した
残額があるときは、その残額は、終了事
由に該当した日の属する年の贈与税の課
税価格に算入されます（④に該当した場
合には、贈与税の課税価格に算入される
ものはありません。）。

　�　したがって、教育資金口座の残額200
万円について贈与税の課税価格に算入さ
れます。

　�　なお、令和５年４月１日以後に取得し
た教育資金に係る残額に暦年課税の贈与
税が課されるときは、一般税率を適用し
て贈与税の計算を行います（令和５年３
月31日以前に取得した教育資金に係る残
額については、特例税率を適用します。）。

　※�結婚・子育て資金の残額についても同
様です。

Ｑ�５．前年に、教育資金口座から800万円
の払出しを行い、そのうち500万円を同
年中に教育資金の支払いに充て、残額の
300万円を本年に教育資金として支払い
をした。

　�　教育資金口座から払出した800万円全
額が教育資金の支払いに充てられている
ことから、全てを非課税とした。

Ａ�５．教育資金支出額（非課税となる額）は、
その年中に払い出した金銭の合計額と、
その年中に教育資金の支払いに充てた合
計額のいずれか少ない方の金額となりま
す。

　�　したがって、翌年に教育資金の支払い
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に充てた300万円は教育資金支出額に該
当せず、教育資金口座に係る契約が終了
した日の属する年の贈与税の課税価格に
算入されることになります。

　※�受贈者の死亡により契約が終了した場
合を除きます。

Ｑ�６．本年、祖父から１,000万円の教育資
金の贈与を受け、Ａ銀行で教育資金非課
税申告書を提出した。

　�　その後、祖母から500万円の教育資金
の贈与を受け、Ｂ銀行で教育資金非課税
申告書を提出した。

　�　教育資金非課税申告書を提出している
ため、それぞれについて教育資金の非課
税の特例を受けることができるとした。

Ａ�６．教育資金非課税申告書は、受贈者が
既に教育資金非課税申告書を提出してい
る場合には提出することはできません。

　�　したがって、Ａ銀行に提出した分につ
いては、教育資金の非課税の特例を受け
ることができますが、Ｂ銀行に提出した
分については、教育資金非課税申告書を
重ねて提出することができないため、教
育資金の非課税の特例を受けることはで
きません。

　�　また、この場合は、贈与を受けた500
万円が本年分の贈与税の課税価格に算入
されることとなります。

　�　なお、非課税限度額（１,500万円）ま
でであれば、最初に教育資金非課税申告
書を提出した金融機関に「追加教育資金
非課税申告書」を提出すれば、教育資金
の非課税の特例を受けることができま
す。

結婚・子育て資金の非課税制度関係
Ｑ�７．祖父及び祖母から、結婚・子育て資

金として１,000万円ずつ現金の贈与を受
けた。

　�　結婚・子育て資金の非課税の特例を受
けるとして金融機関に結婚・子育て資金
非課税申告書を提出したため、合計２,000
万円の全額が非課税であるとした。

Ａ�７．結婚・子育て資金の非課税の特例の
対象となる非課税の限度額は、受贈者ご
とに１,000万円となります。

　�　そのため、祖父及び祖母のそれぞれか
ら１,000万円を贈与により取得した場合

（合計で２,000万円を取得した場合）、結
婚・子育て資金の非課税の特例の対象と
なるのは１,000万円が限度となるので、
差額の１,000万円については、贈与を受
けた年分の贈与税の課税価格に算入する
こととなります。

　�　また、受贈者が贈与を受けた年の前年
分の合計所得金額が１,000万円を超える
場合は、結婚・子育て資金の非課税の特
例を受けられません。

セントラルクリエイツ税理士法人
（経営革新等認定支援機関）

林　　義　孝
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状態で放置された料理などもリスク要
因となります。食中毒を予防するため
には、手洗いや、食品の消費期限や賞
味期限についてしっかり確認・順守す
ること、十分な加熱、冷蔵保存、そし
て調理器具の衛生管理が欠かせませ
ん。

最近ちょっと話題になっているの
は、充分加熱されていない鶏肉による
食中毒、でしょうか。鶏肉はカンピロ
バクター菌に汚染される可能性が高い
食品のひとつです。この細菌は食中毒

の主な原因の一つであ
り、少量の摂取でも健康
被害を引き起こすことが
あります。ただし、カン
ピロバクター菌は熱に弱
いため、鶏肉を十分に加
熱することでそのリスク
を大幅に減らすことがで
きます。で、この『十分
な加熱』というのが問題
を引き起こす大きな要因
となっています。火を通
しすぎて硬くなった鶏肉

第 52 回

前回に引き続き、夏場の注意点につ
いて、今回は食中毒に的を絞ります。

夏場は気温と湿度が高くなるため、
食中毒の原因となる細菌やウイルスが
繁殖しやすい環境が整います。特に注
意が必要な細菌としては、カンピロバ
クター菌・サルモネラ菌や腸炎ビブリ
オなどが挙げられ、これらは十分に加
熱されていない食品や適切に保存され
ていない生鮮食品で容易に増殖しま
す。また、バーベキューや屋外イベン
トで調理された食品、冷却が不十分な

カンピロバクター菌　サルモネラ菌　腸炎ビブリオ

特に注意が必要な細菌

食 毒中 夏場に
注意！

危
険

・十分に加熱されていない食品

・適切に保存されていない生鮮食品

・バーベキュー等屋外で調理された食品

・冷却が不十分な状態で放置された料理

食中毒について食中毒について
気温と湿度が高くなる夏場は要注意
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こちらは合併症は特にありませんが、
単純に食中毒として重症化してしまう
ことが少なくありません。食中毒その
ものだって充分危険ですが、その後に
またやっかいな合併症を引き起こす可
能性があることを考えれば、基本的に
夏場に鶏肉をはじめとして肉類を生で
食べるのは、原則控えていただく方が
良い、と言う事になります。バーベ
キューなどの時にも、十分な注意を
払ってください。
食中毒は、食材の冷蔵保存・長期保
存しないこと・手洗い・調理器具の清
潔管理・充分な加熱調理、によって、
ほぼ回避できます。
事前の予防をしっかりと行い、トラ
ブルのない夏をお過ごし下さい。

を避けたい・もう十分だろうと判断し
て加熱を止めてしまう、といったこと
が起こりやすいことから、そういった
鶏肉から食中毒が発生する事例が後を
絶ちません。
カンピロバクターは、場合によって

は特に年少者や高齢者において『ギラ
ン・バレー症候群』という病気の原因
になってしまうことがあります。
ギラン・バレー症候群は、免疫系が

自分自身の末梢神経を攻撃することで
起こる病気です。この疾患は、筋力低
下や麻痺を引き起こし、場合によって
は呼吸困難を伴う重篤な状態に至るこ
ともあります。治療も簡単ではありま
せん。
それに、鶏肉だと、サルモネラもリ

スクが高いです。サルモネラは生肉に
多く見られますが、やはり鶏肉が原因
となっている事が少なくありません。

鶏肉はカンピロバクター菌に

汚染される可能性

ギランバレー症候群のリスクあり

高

食 中 毒 の 対 策食 中 毒 の 対 策

●充分な加熱調理

●長期保存しない

●調理器具の清潔管理

●手洗い

●食材の冷蔵保存

築地ふたばクリニック院長
鎌田　徹
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委 員 長　鈴木　敏雄（ス ズ デ ン ㈱）

副委員長　笠井　和利（笠 井 電 機 ㈱）

委　　員　半田　哲也（桜田電気工業㈱）

委　員　川名　哲也（新 明 電 材 ㈱）

　〃　　金子　　誉（㈱ カ ネ デ ン）

　〃　　日置　茂生（東京エレク総業㈱）

〔事務局〕	 事務局長　山平正純
　　TEL	 03（3541）7140
　　FAX	 03（3546）3838
　E-mail

office@todenzai.or.jp
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日 時：令和７年７月25日（金）午後３時30分より
場 所：築地「電気工事会館」３階　東電材事務所

　本年度第１四半期の会計監査が、７月25
日午後３時30分から東電材事務所において
実施された。
　今回も監事の出席は１名のみとし、東支
部：鈴木良昇監事（株式会社墨田電材社）
と会計顧問・林 義孝税理士（セントラル
クリエイツ税理士法人）の２名により監査
が行われた。当組合の会計監査は年度末の
他に四半期毎にも実施しており、当日は事
務局も同席し、現金・預金の残高照合、各

種帳票の閲覧並びにチェックが行われ、正
確かつ妥当であることが確認された。

令和７年度　第１四半期　会計監査

� 会計監査� 会計監査
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ISO14001 認証取得　E02-313 羽村工場ISO9001 認証取得　JET-0128 ISO14001 認証取得　E99-114 山形工場https://www.odelic.co.jp

本社 〒168-0081 　 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL（03）3332-1111 　 FAX（03）3332-1103
東京ショールーム 〒168-0081 　 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL（03）3332-1102 　 FAX（03）3332-2949  

「でんき点けて」

声であかりをタッチレスコントロール

音声リモコン
すべて※のあかりを
声でコントロール。

音声リモコン

RC 924
¥8,900（税抜き)

あかりを
声で自在にコントロールする。
オーデリックの
すべての製品と組み合わせて
お使いいただけます。
※屋外用を除く。（音声リモコンは屋外では使用できません。）
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Zシリーズ

人をもっと快適に
できるはずだ。

真ん中から失礼します。
霧ヶ峰の、ヶ（が）です。

温度を見つめる赤外線センサー キモチを見つめるバイタルセンサー

× エモコアイ

主催：一般財団法人 
省エネルギーセンター

家庭用エアコン「霧ヶ峰
2025年度モデル Zシリーズ」

省エネルギーセンター会長賞

●お問い合わせ先：三菱電機住環境システムズ（株）東京支社　〒110-0014　東京都台東区北上野1-8-1　　TEL 03-3847-8641
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